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(57)【要約】
　Ｃｕ合金芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層と、該被覆層の表面にＡｕとＰｄを含
む表皮合金層を有する半導体装置用ボンディングワイヤであって、Ｐｄめっきリードフレ
ームでの２ｎｄ接合性をさらに改善するとともに、高湿加熱条件においても優れたボール
接合性を実現することのできるボンディングワイヤを提供する。
　Ｃｕ合金芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層と、該被覆層の表面にＡｕとＰｄを含
む表皮合金層を有する半導体装置用ボンディングワイヤにおいて、ワイヤ最表面Ｃｕ濃度
を１～１０ａｔ％とし、芯材中にＰｄ、Ｐｔの一方又は両方を総計で０．１～３．０質量
％の範囲で含有することにより、２ｎｄ接合性の改善と、高湿加熱条件における優れたボ
ール接合性を実現することができる。さらに、表皮合金層のＡｕの最大濃度が１５ａｔ％
～７５ａｔ％であると好ましい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃｕを主成分とし、Ｐｄ、Ｐｔの一方又は両方を総計で０．１～３．０質量％含有する
芯材と、該芯材表面に設けられたＰｄを主成分とする被覆層と、該被覆層表面に設けられ
たＡｕとＰｄを含む表皮合金層とを含む半導体装置用ボンディングワイヤにおいて、ワイ
ヤ最表面におけるＣｕ濃度が１～１０ａｔ％であることを特徴とする半導体装置用ボンデ
ィングワイヤ。
【請求項２】
　前記Ｐｄを主成分とする被覆層の厚さが２０～９０ｎｍ、前記ＡｕとＰｄを含む表皮合
金層の厚さが０．５～４０ｎｍ、Ａｕの最大濃度が１５～７５ａｔ％であることを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
【請求項３】
　前記芯材が、さらにＡｕ、Ｎｉの一方又は両方を含有し、芯材中のＰｄ、Ｐｔ、Ａｕ、
Ｎｉの総計が０．１質量％を超え３．０質量％以下であることを特徴とする請求項１又は
２に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
【請求項４】
　前記ボンディングワイヤが、さらにＰ、Ｂ、Ｂｅ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｓ
ｉの１種以上を含有し、ワイヤ全体に占めるこれら元素濃度の総計が０．０００１～０．
０１質量％の範囲であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体装置
用ボンディングワイヤ。
【請求項５】
　前記芯材と前記被覆層との境界部、および前記被覆層と前記表皮合金層との境界部に拡
散領域を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体装置用ボンデ
ィングワイヤ。
【請求項６】
　前記ボンディングワイヤのワイヤ軸に垂直方向の芯材断面（以下「垂直断面」という。
）に対して結晶方位を測定した結果において、ワイヤ長手方向の結晶方位の内、ワイヤ長
手方向に対して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方位比率が３０％以上で
あることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の半導体装置用ボンディングワイ
ヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子上の電極と外部接続端子を接続するために使用される半導体装置
用ボンディングワイヤに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子上の電極と外部接続端子との間は、半導体用ボンディングワイヤ（以下、「
ボンディングワイヤ」ともいう。）を用いて接続される。ボンディングワイヤを半導体素
子であるシリコンチップ上の電極に接合させるには、超音波併用熱圧着方式のボールボン
ディングが行われる。一方、ボンディングワイヤをリードやランド等の外部接続端子に接
続する場合には、ボール部を形成することなく、ボンディングワイヤを直接電極に接合す
る、いわゆる２ｎｄ接合を行うことが一般的である。
【０００３】
　ボンディングワイヤの材質として従来は、線径１５－５０μｍ程度で、材質は高純度４
Ｎ（４－Ｎｉｎｅ、純度が９９．９９質量％以上）のＡｕ（金）であるＡｕボンディング
ワイヤ（金ボンディングワイヤ）が主として使用されていた。
【０００４】
　ところで、昨今の資源価格の高騰に伴い、Ａｕボンディングワイヤの原料となる金の価
格も急騰しており、Ａｕに代わる低コストのワイヤ素材として、Ｃｕ（銅）が検討されて
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いる。しかしながら、Ａｕと比べてＣｕは酸化されやすいことから、単純なＣｕボンディ
ングワイヤでは長期の保管が難しく、２ｎｄ接合特性も良好ではない。また、このような
単純なＣｕボンディングワイヤの先端にボール部を形成する際には、ボール部が酸化しな
いように、還元雰囲気にしなければならない。
【０００５】
　そこで、Ｃｕボンディングワイヤの酸化という課題を解決するため、Ｃｕワイヤの表面
に貴金属を被覆したＣｕボンディングワイヤが提案されている。特許文献１では、高純度
Ｃｕ極細線の表面に、Ａｕ、Ｐｄ等の貴金属を被覆したＣｕボンディングワイヤが開示さ
れている。
【０００６】
　Ｃｕワイヤの表面に貴金属を被覆したＣｕボンディングワイヤでは、Ｃｕボンディング
ワイヤの酸化が抑制されるため、ワイヤの長期保管や２ｎｄ接合特性に優れる。特に、Ｃ
ｕワイヤの表面にＰｄを被覆したＣｕボンディングワイヤでは、ワイヤ先端にボール部を
形成する際にボール部が酸化するという懸念が大幅に改善され、危険なガスである水素を
使わずに、純窒素ガスを用いてボール部周辺を窒素雰囲気としただけでも、真球のボール
部が形成できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭６２－９７３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　これまでのリードフレームの表面は銀めっきされているのが一般的であったのに対して
、最近ではＰｄめっきされたリードフレームの使用が進みつつある。Ｃｕワイヤの表面に
Ｐｄを被覆したＣｕボンディングワイヤの場合、これまでの銀めっきリードフレームでは
顕在化していなかったが、Ｐｄめっきされたリードフレームに対する２ｎｄ接合性が不充
分となるケースが多くなるという新たな問題が知見された。Ｐｄめっきの上にＡｕめっき
を施したリードフレームについても同様である。斯かる問題を解決すべく検討する過程に
おいて、本発明者らは、Ｃｕワイヤの表面にＰｄを被覆し、該Ｐｄ被覆層の表面に、Ａｕ
とＰｄとを含む合金層を有するボンディングワイヤを用いることにより、この問題を幾分
軽減し得ることを見出した。しかし、２ｎｄ接合性についてはさらなる改善が求められて
いる。特に、ピーリング、即ち２ｎｄ接合された状態のボンディングワイヤの接合部が剥
がれる現象の改善が求められている。また、ファインピッチによる細線化に伴い、２ｎｄ
接合のフィッシュテイル状（魚の尻ビれ）の圧着部対称性のさらなる改善が求められてい
る。本発明は、Ｐｄ被覆層を有するＣｕワイヤにおいて、Ｐｄめっきされたリードフレー
ムあるいはＰｄめっきの上にＡｕめっきを施したリードフレームに対する２ｎｄ接合性、
２ｎｄ接合のフィッシュテイル状（魚の尻ビれ）の圧着部対称性をさらに改善することを
第１の目的とする。
【０００９】
　また、Ｃｕボンディングワイヤの長期信頼性について、最も多く利用される加熱試験で
ある乾燥雰囲気での高温保管評価では特に問題は発生しない場合であっても、高湿加熱評
価を行うと、不良が発生することがある。一般的な高湿加熱評価としてＰＣＴ試験（プレ
ッシャークッカーテスト）が知られている。中でも飽和タイプのＰＣＴ試験が比較的厳し
い評価としてよく用いられており、代表的な試験条件は、温度１２１℃、相対湿度１００
％ＲＨ（Relative　Humidity）、２気圧で行われる。Ｐｄ被覆層を有するＣｕワイヤにお
いては、高湿加熱評価における不良を低減し得るものの、高湿加熱評価としてさらに厳し
いＨＡＳＴ試験（High　Accelerated　Temperature　and　humidity　Stress　Test）（
温度１３０℃、相対湿度８５％ＲＨ（Relative　Humidity）、５Ｖ）を行うと、Ａｕワイ
ヤに比較するとまだ不良の発生率が高いことがわかった。本発明は、Ｐｄ被覆層を有する
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Ｃｕワイヤにおいて、高湿加熱評価における不良をさらに低減することを第２の目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、Ｃｕを主成分とする芯材と、該芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層
と、該被覆層の表面にＡｕとＰｄとを含む表皮合金層とを有するボンディングワイヤにお
いて、Ｃｕを主成分とする芯材中にＰｄとＰｔの一方又は両方を所定量含有させると共に
、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度を１ａｔ％以上とすることにより、Ｐｄめっきされたリ
ードフレームあるいはＰｄめっきの上にＡｕめっきを施したリードフレームに対する２ｎ
ｄ接合性、２ｎｄ接合のフィッシュテイル状（魚の尻ビれ）の圧着部対称性をさらに改善
できることを見出した。
【００１１】
　本発明者らはまた、Ｃｕを主成分とする芯材中にＰｄとＰｔの一方又は両方を所定量含
有させることにより、ＨＡＳＴ試験のような過酷な高湿加熱評価においても不良発生を低
減できることを見出した。
【００１２】
　本発明は上記知見に基づいてなされたものであり、その要旨とするところは以下のとお
りである。
（１）Ｃｕを主成分とし、Ｐｄ、Ｐｔの一方又は両方を総計で０．１～３．０質量％含有
する芯材と、該芯材表面に設けられたＰｄを主成分とする被覆層と、該被覆層表面に設け
られたＡｕとＰｄを含む表皮合金層とを含む半導体装置用ボンディングワイヤにおいて、
ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度が１～１０ａｔ％であることを特徴とする半導体装置用ボ
ンディングワイヤ。
（２）前記Ｐｄを主成分とする被覆層の厚さが２０～９０ｎｍ、前記ＡｕとＰｄを含む表
皮合金層の厚さが０．５～４０ｎｍ、Ａｕの最大濃度が１５～７５ａｔ％であることを特
徴とする（１）に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
（３）前記芯材が、さらにＡｕ、Ｎｉの一方又は両方を含有し、芯材中のＰｄ、Ｐｔ、Ａ
ｕ、Ｎｉの総計が０．１質量％を超え３．０質量％以下であることを特徴とする（１）又
は（２）に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
（４）前記ボンディングワイヤが、さらにＰ、Ｂ、Ｂｅ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ａｇ
、Ｓｉの１種以上を含有し、ワイヤ全体に占めるこれら元素濃度の総計が０．０００１～
０．０１質量％の範囲であることを特徴とする（１）乃至（３）のいずれかに記載の半導
体装置用ボンディングワイヤ。
（５）前記芯材と前記被覆層との境界部、および前記被覆層と前記表皮合金層との境界部
に拡散領域を有することを特徴とする（１）乃至（４）のいずれかに記載の半導体装置用
ボンディングワイヤ。
（６）前記ボンディングワイヤのワイヤ軸に垂直方向の芯材断面（以下「垂直断面」とい
う。）に対して結晶方位を測定した結果において、ワイヤ長手方向の結晶方位の内、ワイ
ヤ長手方向に対して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方位比率が３０％以
上であることを特徴とする（１）乃至（５）のいずれかに記載の半導体装置用ボンディン
グワイヤ。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、Ｃｕを主成分とする芯材と、該Ｃｕ合金芯材の表面に設けられたＰｄを主成
分とする被覆層と、該被覆層の表面に設けられたＡｕとＰｄを含む表皮合金層を有する半
導体装置用ボンディングワイヤにおいて、Ｃｕを主成分とする芯材中にＰｄとＰｔの一方
又は両方を所定量含有させると共に、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度を１～１０ａｔ％と
することにより、ＰｄめっきされたリードフレームあるいはＰｄめっきの上にＡｕめっき
を施したリードフレームに対する２ｎｄ接合性をさらに改善することができる。また、Ｃ
ｕを主成分とする芯材中にＰｄとＰｔの一方又は両方を所定量含有させることにより、ボ



(5) JP WO2017/013796 A1 2017.1.26

10

20

30

40

50

ンディングワイヤと電極との間のボール接合部について、高湿加熱条件においても優れた
ボール接合性を実現することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の半導体装置用ボンディングワイヤは、Ｃｕを主成分とし、Ｐｔ、Ｐｄの一方又
は両方を総計で０．１～３．０質量％含有する芯材と、該芯材の表面に設けられたＰｄを
主成分とする被覆層と、該被覆層の表面に設けられたＡｕとＰｄを含む表皮合金層とを含
み、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度が１～１０ａｔ％であることを特徴とする。
【００１５】
　まず、Ｃｕを主成分とし、Ｐｔ、Ｐｄの一方又は両方を総計で０．１～３．０質量％含
有する芯材（以下、「Ｃｕ合金芯材」ともいう。）について説明する。
【００１６】
　Ｃｕは酸化されやすいため、Ｃｕからなるボンディングワイヤでは長期保管や２ｎｄ接
合特性が劣るが、Ｃｕ合金芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層を形成しておけば、Ｃ
ｕ合金芯材の酸化が抑制されるため、前述の長期保管や２ｎｄ接合特性が優れる。
【００１７】
　また、表面にＰｄ被覆層を有するＣｕワイヤを用いてＡｌ電極上にボールボンディング
を行う場合、ワイヤ先端にボールを形成した際、溶融したボールの表面にＰｄ濃化層が形
成される。このようにボール表面にＰｄ濃化層が形成されるため、Ａｌ電極上にボールボ
ンディングした際に、Ｐｄ被覆層を有しないＣｕワイヤと対比し、高湿加熱評価における
不良が低減する。
【００１８】
　しかし、Ｃｕ芯材にＰｄ被覆層を設けたＣｕボンディングワイヤの長期信頼性について
、高湿加熱評価としてＨＡＳＴ試験（High　Accelerated　Temperature　and　humidity
　Stress　Test）（温度１３０℃、相対湿度８５％ＲＨ（Relative　Humidity）、５Ｖ）
を行うと、Ａｕワイヤに比較するとまだ不良の発生率が高い。
【００１９】
　ボールボンディング時に形成されるボール表面のＰｄ濃化層については、常にボール表
面全体にＰｄ濃化層が形成されるのではなく、Ｐｄ濃化層はボールの側面のみに形成され
、ボールの先端部にはＰｄ濃化層が形成されない場合がある。そして、ボール先端部にＰ
ｄ濃化層が形成されない場合に、高湿加熱評価における不良発生頻度が増大することを本
発明者らは見出した。これは、Ｃｕボンディングワイヤに含まれるＰｄ量が十分でないこ
とが原因である。そこでＰｄ量を増加させる手段としてＰｄを主成分とする被覆層を厚く
することが考えられるが、後述するようにチップダメージ低減等の観点からＰｄ被覆層の
厚さには好適な上限があり、該被覆層を厚くしてＰｄ量を増加させることには限度がある
。
【００２０】
　ボール先端部にＰｄ濃化層が形成されない状況でＡｌ電極上にボールボンディングを行
うと、Ｃｕを主成分とする芯材がボール先端部の表面に露出しており、この部分がＡｌ電
極と直接接触して接合部が形成される。この場合、高湿加熱評価試験において、Ｃｕ／Ａ
ｌ接合界面（ＣｕボンディングワイヤとＡｌ電極との接合界面）にＣｕ－Ａｌ系の金属間
化合物が成長し、このＣｕ－Ａｌ系の金属間化合物が、封止樹脂に含まれる塩素などのガ
ス成分又はイオン等と腐食反応を起こす。その結果として、高湿加熱評価試験での不良の
原因となる。
【００２１】
　それに対し、本発明においては、Ｃｕを主成分とし、ＰｄとＰｔの一方又は両方を所定
量含有するＣｕ合金芯材を使用する。これにより、Ｃｕ合金芯材中のＰｄ、Ｐｔがボール
ボンディング時に接合界面まで拡散又は濃化して、ＣｕとＡｌとの相互拡散に影響を及ぼ
すことで、腐食反応を遅らせると考えられる。接合界面近傍のＰｄ、Ｐｔの役割は、腐食
反応物の移動を阻害するバリア機能、Ｃｕ、Ａｌの相互拡散及び金属間化合物の成長等を
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制御する機能等が考えられる。
【００２２】
　Ｃｕ合金芯材中のＰｄ、Ｐｔの濃度が総計で０．１質量％以上であれば、接合界面にお
けるＣｕ、Ａｌの相互拡散を十分に制御することができ、過酷な高湿加熱評価試験である
ＨＡＳＴ試験においても接合部の寿命が３８０時間以上まで向上する。ここでの接合部の
評価としては、ＨＡＳＴ試験後に樹脂を開封して除去し、その後にプル試験により接合部
の破断状況を評価する。上記のＨＡＳＴ試験信頼性の改善効果を十分に得る観点から、Ｃ
ｕ合金芯材中のＰｄ、Ｐｔの濃度は総計で、０．１質量％以上であり、好ましくは０．２
質量％以上、より好ましくは０．３質量％以上、０．４質量％以上、又は０．５質量％以
上である。また、低温接合でのＡｌ電極との初期の接合強度が良好であり、ＨＡＳＴ試験
での長期信頼性や、ＢＧＡ（Ball　Grid　Array）、ＣＳＰ（Chip　Size　Package）等の
基板、テープ等への接合の量産マージンに優れるボンディングワイヤを得る観点、チップ
ダメージを低減する観点から、Ｃｕ合金芯材中のＰｄ、Ｐｔの濃度は総計で、３．０質量
％以下であり、好ましくは２．５質量％以下である。Ｃｕ合金芯材中のＰｄ、Ｐｔの濃度
が総計で３．０質量％を超えると、チップダメージを発生させないように低荷重でボール
ボンディングを行う必要があり、電極との初期の接合強度が低下し、結果としてＨＡＳＴ
試験信頼性が悪化する。本発明のボンディングワイヤでは、Ｃｕ合金芯材中のＰｄ、Ｐｔ
の濃度の総計を上記好適な範囲とすることにより、ＨＡＳＴ試験での信頼性がさらに向上
する。例えば、ＨＡＳＴ試験の不良発生までの寿命が４５０時間を超えるボンディングワ
イヤを実現することが可能である。これは、従来のＣｕボンディングワイヤの１．５倍以
上の長寿命化に相当する場合もあり、過酷な環境での使用にも対応可能となる。なお、ボ
ンディングワイヤ製品からＣｕ合金芯材に含まれる前記元素の濃度を求める方法としては
、例えば、ボンディングワイヤの断面を露出させて、Ｃｕ合金芯材の領域について濃度分
析する方法、ボンディングワイヤの表面から深さ方向に向かってスパッタ等で削りながら
、Ｃｕ合金芯材の領域について濃度分析する方法が挙げられる。例えば、Ｃｕ合金芯材が
Ｐｄの濃度勾配を有する領域を含む場合には、ボンディングワイヤの断面をライン分析し
、Ｐｄの濃度勾配を有しない領域（例えば、深さ方向へのＰｄの濃度変化の程度が０．１
μｍ当たり１０ｍｏｌ％未満の領域）について濃度分析すればよい。濃度分析の手法につ
いては後述する。
【００２３】
　本発明において、Ｃｕ合金芯材にさらにＡｕ、Ｎｉの一方又は両方を含有させてもよい
。Ｃｕ合金芯材にさらにＡｕ、Ｎｉを含有させると、再結晶温度が上がって、伸線加工中
の動的再結晶を防ぐため加工組織が均一になり、調質後の結晶粒サイズが比較的均一にな
る。それによりワイヤの破断伸びが向上し、ボンディングした際に安定的なワイヤループ
を形成することができる。Ａｕ、Ｎｉをさらに含有させる場合、芯材中のＰｄ、Ｐｔ、Ａ
ｕ、Ｎｉの総計が０．１質量％を超え３．０質量％以下となるように含有量を定めること
が好適である。芯材中のＰｄ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｎｉの総計の下限は、より好ましくは０．２
質量％以上、０．３質量％以上、０．４質量％以上、又は０．５質量％以上であり、該総
計の上限は、より好ましくは２．５質量％以下、２．０質量％以下、１．５質量％以下、
１．３質量％以下、又は１．１質量％以下である。
【００２４】
　本発明のボンディングワイヤはさらにＰ、Ｂ、Ｂｅ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ａｇ、
Ｓｉから選ばれる１種以上の元素を含有し、ワイヤ全体に占めるこれら元素濃度の総計が
０．０００１～０．０１質量％の範囲であると好ましい。これにより、より良好なボール
形状を実現することができる。これらの元素濃度の総計の下限は、より好ましくは０．０
００３質量％以上、０．０００５質量％以上、又は０．００１質量％以上であり、これら
の元素濃度の上限は、より好ましくは０．００９質量％以下、又は０．００８質量％以下
である。本発明のボンディングワイヤがこれらの元素を含有する場合、これらの元素はＣ
ｕ合金芯材中に含まれていてもよく、後述する被覆層、表皮合金層に含まれていてもよい
。
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【００２５】
　Ｃｕ合金芯材に含有する成分は、Ｐｄ、Ｐｔをはじめとする上記の成分の他、残部Ｃｕ
および不可避不純物である。好適な一実施形態において、Ｃｕ合金芯材のＣｕの純度は３
Ｎ以下（好ましくは２Ｎ以下）である。従来のＰｄ被覆Ｃｕボンディングワイヤでは、ボ
ンダビリティの観点から、高純度（４Ｎ以上）のＣｕ芯材が使用され、低純度のＣｕ芯材
の使用は避けられる傾向にあった。これに対し、Ｃｕ合金芯材と、該Ｃｕ合金芯材の表面
に設けられたＰｄを主成分とする被覆層と、該被覆層の表面に設けられたＡｕとＰｄを含
む表皮合金層を有し、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度が１～１０ａｔ％である本発明のボ
ンディングワイヤでは、上記のようにＣｕの純度が比較的低いＣｕ合金芯材を使用した場
合に特に好適に、ＰｄめっきされたリードフレームあるいはＰｄめっきの上にＡｕめっき
を施したリードフレームに対する２ｎｄ接合性の更なる改善と、ＨＡＳＴ試験のような過
酷な高湿加熱評価における優れたボール接合性とを実現するに至ったものである。
【００２６】
　次にＰｄを主成分とする被覆層について説明する。
　前述のようにＣｕ合金芯材の酸化を抑制するため、Ｃｕ合金芯材の表面に形成するＰｄ
を主成分とする被覆層の厚みは２０～９０ｎｍが好ましい。被覆層の厚みが２０ｎｍ以上
であれば酸化抑制効果が充分となり、２ｎｄ接合性とＦＡＢ形状が良好となるため好まし
い。なお、ＦＡＢ形状とは、真球性、偏芯の有無、および引け巣の有無を意味する。被覆
層の厚みは、より好ましくは２５ｎｍ以上、又は３０ｎｍ以上である。また、被覆層の厚
みが９０ｎｍ以下であれば、チップダメージが低減すると共にＦＡＢ形状が良好となり、
さらにボール部の表面に直径数μｍの大きさの気泡が生じることが少なく、好ましい。被
覆層の厚みは、より好ましくは８５ｎｍ以下、又は８０ｎｍ以下である。
【００２７】
　ここで、Ｐｄを主成分とする被覆層におけるＰｄ以外に含まれる元素は、Ｐｄの不可避
不純物と、被覆層の内側の芯材を構成する成分、被覆層の表面側の表皮合金層を構成する
元素である。これは、後述する熱処理により、芯材を構成する元素および表皮合金層を構
成する元素が被覆層へ拡散するためである。したがって一実施形態において、本発明のボ
ンディングワイヤは、芯材と被覆層との境界部、および被覆層と表皮合金層との境界部に
拡散領域を有する。そこで、本発明では芯材と被覆層との境界はＰｄ濃度が５０ａｔ％の
位置とし、被覆層と表皮合金層との境界はＡｕが１０ａｔ％の位置とし、これらの境界の
間を被覆層の厚さとする。
【００２８】
　次にＡｕとＰｄを含む表皮合金層について説明する。
　前述のとおり、Ｃｕ合金芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層を有する構成のみでは
、Ｐｄめっきリードフレーム上で良好な２ｎｄ接合性を確保することはできない。本発明
においては、Ｐｄを主成分とする被覆層の表面に更にＡｕとＰｄを含む表皮合金層を形成
する。ＡｕとＰｄを含む表皮合金層の厚さは０．５～４０ｎｍが好ましい。ワイヤの最表
面の領域がＡｕとＰｄとの合金層であれば、Ｐｄめっきリードフレーム上にワイヤを２ｎ
ｄ接合させる際、ワイヤの最表面を構成する表皮合金層中のＡｕがＰｄめっきリードフレ
ーム上のＰｄに向けて優先的に拡散し、ボンディングワイヤとＰｄめっきリードフレーム
の両者の間に合金層を形成しやすくする。そのため、Ｐｄめっきリードフレームとの２ｎ
ｄ接合性が向上する。また、ＡｕフラッシュめっきされたＰｄめっきリードフレーム上で
も同様に２ｎｄ接合性が向上することを確認しており、この場合はリードフレーム上の極
薄フラッシュメッキのＡｕと表皮合金層中のＡｕのお互いの密着性促進効果によると考え
られる。ＰｄめっきリードフレームあるいはＰｄめっきの上にＡｕめっきを施したリード
フレームに対する２ｎｄ接合性を改善する観点から、表皮合金層の厚みは好ましくは０．
５ｎｍ以上、より好ましくは１ｎｍ以上、２ｎｍ以上、又は３ｎｍ以上である。一方、表
皮合金層の厚みが厚すぎると、ＦＡＢ形状が悪化する場合があり、また、高価なＡｕの使
用量が増えてコストアップとなることから、表皮合金層の厚みは好ましくは４０ｎｍ以下
、より好ましくは３５ｎｍ以下、又は３０ｎｍ以下である。
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【００２９】
　また、前記被覆層および前記表皮合金層を有するワイヤのＣｕ合金芯材中にＰｄとＰｔ
を含有させることで、Ｐｄ被覆されていないベアＣｕ中にＰｄとＰｔを含有する場合に比
べて、上記の接合信頼性向上に加え、ＨＡＳＴ評価結果がさらに向上する。これは、ボー
ル表面に形成されるＰｄ濃化層において、ワイヤ表面の被覆層のＰｄと、Ｃｕ合金芯材中
に含有させたＰｄとＰｔの両者が組み合わさることでＰｄ濃化層中のＰｄとＰｔの合計濃
度が上昇して、接合界面でのＣｕ、Ａｌの相互拡散及び金属間化合物の成長等を制御する
機能を促進するためと考えられる。
【００３０】
　従来のＰｄ被覆ＣｕワイヤではＰｄ層とキャピラリー内壁の摺動抵抗が高く、ボンディ
ング動作の際にＰｄが削れることがあった。ボンディングを繰り返していくうちにキャピ
ラリーに削りクズ等の異物が付着し、その量が多くなるとキャピラリーを交換しなければ
ならない。これに対し、さらにＡｕとＰｄを含む表皮合金層を有することにより、ワイヤ
最表面の摩擦抵抗が低くなる。また、前述の通り、芯材へＰｄ，Ｐｔを添加することによ
り適度な強度が保たれる。これらの効果でキャピラリー内壁とワイヤの摺動抵抗が下がっ
てスムーズなボンディング動作が行われ、ボンディングを繰り返してもキャピラリーへの
異物付着による汚染を少なく抑えることができ、キャピラリー寿命が向上する。また、キ
ャピラリー内壁とワイヤの摺動抵抗が下がった結果として、ループ安定性やリーニング特
性が向上する。
【００３１】
　さらに、表皮合金層に含まれるＡｕ元素は、ワイヤ表面の被覆層のＰｄとＣｕ合金芯材
中のＰｄ・Ｐｔの両者で形成されるＰｄ濃化層がボール表面に安定形成する作用を高める
こと、また、電極のＡｌが接合界面からボール方向に拡散する現象を促進して、Ｐｄ、Ｐ
ｔだけでは遅くなる接合界面での相互拡散速度を促進させて、腐食への耐性の高い金属間
化合物の成長を促進していると考えられる。
【００３２】
　ＰｄめっきリードフレームあるいはＰｄめっきの上にＡｕめっきを施したリードフレー
ムに対する２ｎｄ接合性を改善する観点から、ＡｕとＰｄを含む表皮合金層中のＡｕの最
大濃度は１５ａｔ％以上であることが好ましい。表皮合金層の残部はＰｄ及び不可避不純
物である。なお、表皮合金層の最表面には、後述のようにＣｕが濃化している。Ｐｄめっ
きリードフレーム等に対する２ｎｄ接合性を改善する観点から、表皮合金層中のＡｕの最
大濃度はより好ましくは２０ａｔ％以上、さらに好ましくは２５ａｔ％以上、３０ａｔ％
以上、３５ａｔ％以上、又は４０ａｔ％以上である。Ｐｄめっきリードフレームあるいは
Ｐｄめっきの上にＡｕめっきを施したリードフレームに対する２ｎｄ接合性を特に改善す
る観点から、Ａｕの最大濃度は４０ａｔ％以上であることが好ましい。他方、Ａｕの最大
濃度が７５ａｔ％を超えると、ワイヤ先端にボール部を形成する際にＡｕとＰｄとを含む
表皮合金層中のＡｕが優先的に溶融することで、いびつなボール部が形成される危険性が
増し、ＦＡＢ形状が不良となる場合がある。それに対し、表皮合金層中のＡｕの最大濃度
が７５ａｔ％以下であれば、ワイヤ先端にボール部を形成する際に、Ａｕだけ優先的に溶
融していびつなボール部が形成される危険性はなく、ボール部の真球性や寸法精度を損な
うことがないため好ましい。ボール部の真球性や寸法精度を向上させる観点から、表皮合
金層中のＡｕの最大濃度は、好ましくは７５ａｔ％以下、より好ましくは７０ａｔ％以下
、さらに好ましくは６５ａｔ％以下、６０ａｔ％以下、又は５５ａｔ％以下である。ボー
ル部の真球性や寸法精度を向上させ、特に良好なＦＡＢ形状を実現する観点から、Ａｕの
最大濃度は５５ａｔ％以下であることが好ましい。
【００３３】
　本発明のボンディングワイヤは、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度が１～１０ａｔ％であ
ることを特徴とする。ワイヤ最表面とは、ＡｕとＰｄを含む表皮合金層の表面を意味する
。ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度が高くなっている領域（以下、「Ｃｕ濃化部」という。
）は、その厚みが２～９ｎｍであると好ましい。Ｃｕ濃化部の厚みは、ワイヤ最表面から
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、Ｃｕ濃度がワイヤ最表面の半分になる位置までの厚みとする。
【００３４】
　前述の通り、Ｃｕを主成分とする芯材と、該芯材の表面に、Ｐｄを主成分とする被覆層
と、該被覆層の表面に、ＡｕとＰｄとを含む合金層とを有するボンディングワイヤにおい
て、Ｃｕを主成分とする芯材中にＰｄとＰｔの一方又は両方を所定量含有させると共に、
ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度を所定の範囲とすることにより、Ｐｄめっきされたリード
フレームに対する２ｎｄ接合性が大幅に改善された。本発明においては、ＰｄとＰｔの一
方又は両方を所定量含有する特定のＣｕ合金芯材を用いると共に、ワイヤ最表面における
Ｃｕ濃度が１ａｔ％以上であることにより、ＰｄめっきされたリードフレームあるいはＰ
ｄめっきの上にＡｕめっきを施したリードフレームに対する２ｎｄ接合性のさらなる改善
と、２ｎｄ接合のフィッシュテイル状（魚の尻ビレ）の圧着部の対称性の向上を両立させ
ることができた。この作用について、上記特定のＣｕ合金芯材と、ワイヤ最表面のＣｕ濃
化部／ＡｕとＰｄとを含む表皮合金層／Ｐｄを主成分とする被覆層による被覆構造とを組
み合わせて用いることにより、顕著な改善効果が得られる。これは、上記特定のＣｕ合金
芯材と、表皮合金層と、Ｃｕ濃化部との組み合わせによる相乗作用が働くことで、２ｎｄ
接合性がさらに改善され、２ｎｄ接合でのワイヤ変形の対称性が向上したものと考えられ
る。
【００３５】
　Ｃｕは、他の金属中に含まれる場合、高温において粒内拡散、粒界拡散等によって拡散
しやすい性質を有している。Ｃｕ合金芯材と、その表面にＰｄを主成分とする被覆層とさ
らにその表面にＡｕとＰｄを含む表皮合金層を有する本発明において、後述するように拡
散熱処理や焼鈍熱処理を行うと、芯材のＣｕが被覆層や表皮合金層中を拡散し、表皮合金
層の最表面にＣｕを到達させることができる。ワイヤ最表面における上記Ｃｕの状態は、
表面濃化または表面偏析していると考えられるが、一部のＣｕが酸化していたり、表皮合
金層のＡｕとＰｄを含む合金に上記濃度範囲のＣｕが一部固溶していても構わない。
【００３６】
　Ｃｕ芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層のみを有する従来のＰｄ被覆Ｃｕボンディ
ングワイヤにおいては、先述のとおり、高純度（４Ｎ以上）のＣｕ芯材が使用され、低純
度のＣｕ芯材の使用は避けられる傾向にあった。このような従来のＰｄ被覆Ｃｕボンディ
ングワイヤにおいては、ワイヤ最表面にＣｕが濃化すると、ＦＡＢ形状が不良となる現象
が見られた。ＦＡＢ形状とは、真球性、偏芯の有無、および引け巣の有無を意味する。ま
た、２ｎｄ接合性についても、不十分であった性能がさらに低下する現象が見られた。そ
れに対し、本発明が対象とする、Ｃｕを主成分とし、Ｐｄ、Ｐｔの一方又は両方を所定量
含有する特定のＣｕ合金芯材と、該Ｃｕ合金芯材の表面に設けられたＰｄを主成分とする
被覆層と、該被覆層の表面に設けられたＡｕとＰｄを含む表皮合金層と含む半導体装置用
ボンディングワイヤにおいては、ワイヤ最表面にＣｕが濃化することによる性能の低下は
現出せず、逆に、ワイヤ最表面にＣｕを１ａｔ％以上含有することにより、Ｐｄめっきさ
れたリードフレームに対する２ｎｄ接合性、特にピーリング性を大幅に改善できることを
はじめて見出したのである。２ｎｄ接合性をより一層改善し得る観点から、本発明のボン
ディングワイヤにおいて、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度は、好ましくは１．５ａｔ％以
上、より好ましくは２ａｔ％以上、２．５ａｔ％以上、又は３ａｔ％以上である。
【００３７】
　ただし、表皮合金層の表面、即ちワイヤ最表面のＣｕ濃度が高すぎると、２ｎｄ接合性
とＦＡＢ形状が不良となり、さらにワイヤ表面が酸化しやすくなり、経時的に品質が低下
するという問題が発生する場合がある。良好な２ｎｄ接合性とＦＡＢ形状を実現する観点
、ワイヤ表面の酸化を抑えて品質の経時劣化を抑制する観点から、本発明のボンディング
ワイヤにおいて、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度は、１０ａｔ％以下であり、好ましくは
９．５ａｔ％以下、又は９ａｔ％以下である。
【００３８】
　ＡｕとＰｄを含む表皮合金層の形成方法として、好ましくは、Ｃｕ合金芯材の表面にＰ
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ｄを被覆し、さらにその表面にＡｕを被着し、その後ワイヤを熱処理してＰｄとＡｕを相
互拡散させ、ＡｕとＰｄを含む表皮合金層を形成する。被覆層のＰｄが表皮合金層の表面
まで到達するように拡散させ、表面におけるＰｄ濃度が２５ａｔ％以上となるように拡散
を行うことにより、表皮合金層表面のＡｕ濃度が７５ａｔ％以下となる。例えば、Ｃｕ合
金芯材の表面にＰｄを被覆し、Ａｕめっきを施した後に伸線してワイヤ直径２００μｍお
よび１００μｍで、合わせて２回熱処理を行うことで、最終線径での表面におけるＰｄ濃
度が２５ａｔ％以上になる。このとき、表皮合金層の最表面からワイヤの中心に向けて、
Ｐｄ濃度が順次増大する濃度勾配を構成する。これにより、表皮合金層におけるＡｕの最
大濃度を１５ａｔ％～７５ａｔ％とすることができる。ここで、Ａｕ濃度が１０ａｔ％と
なる位置を表皮合金層とＰｄを主成分とする被覆層との境界と定義する。
【００３９】
　なお、表皮合金層中にＰｄを拡散させる上記熱処理により、Ｃｕ合金芯材とＰｄを主成
分とする被覆層との間も相互拡散が起きる。その結果、Ｃｕ合金芯材と被覆層との境界付
近には、表面側から中心に向けて順次Ｐｄ濃度が減少するとともにＣｕ濃度が増大する領
域が形成される場合、または前記境界部に、２０ｎｍ厚以下のＰｄＣｕ金属間化合物層が
形成される場合があるが、本発明においてはいずれの場合も拡散領域という。
【００４０】
　本発明のワイヤの成分組成の評価方法について説明する。
【００４１】
　被覆層、表皮合金層の濃度分析、Ｃｕ合金芯材におけるＰｄ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｎｉの濃度
分析には、ボンディングワイヤの表面から深さ方向に向かってスパッタ等で削りながら分
析を行う方法、あるいはワイヤ断面を露出させてライン分析、点分析等を行う方法が有効
である。前者は、表皮合金層、被覆層が薄い場合に有効であるが、厚くなると測定時間が
かかりすぎる。後者の断面での分析は、表皮合金層、被覆層が厚い場合に有効であり、ま
た、断面全体での濃度分布や、数箇所での再現性の確認等が比較的容易であることが利点
であるが、表皮合金層、被覆層が薄い場合には精度が低下する。ボンディングワイヤを斜
め研磨して、表皮合金層、被覆層、芯材及びそれらの境界部における拡散領域の厚さを拡
大させて測定することも可能である。
【００４２】
　断面では、ライン分析が比較的簡便であるが、分析の精度を向上したいときには、ライ
ン分析の分析間隔を狭くするとか、界面近傍の観察したい領域に絞っての点分析を行うこ
とも有効である。
【００４３】
　これらの濃度分析に用いる解析装置は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）または透過型電子
顕微鏡（ＴＥＭ）に備え付けたオージェ電子分光分析（ＡＥＳ）装置、エネルギー分散型
Ｘ線分析（ＥＤＸ）装置、電子線マイクロアナライザ（ＥＰＭＡ）等を利用することがで
きる。ワイヤ断面を露出させる方法としては、機械研磨、イオンエッチング法等を利用す
ることができる。特にＡＥＳ装置を用いた方法は、空間分解能が高いことから、最表面の
薄い領域の濃度分析に有効である。
【００４４】
　ボンディングワイヤ中のＰ、Ｂ、Ｂｅ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｓｉの分析に
ついては、ボンディングワイヤを強酸で溶解した液をＩＣＰ発光分光分析装置やＩＣＰ質
量分析装置を利用して分析し、ボンディングワイヤ全体に含まれる元素の濃度として検出
することができる。また、平均的な組成の調査等には、表面部から段階的に酸等で溶解し
ていき、その溶液中に含まれる濃度から溶解部位の組成を求めること等も可能である。
【００４５】
　被覆層と芯材との境界に形成されるＰｄＣｕ化合物については、ＥＰＭＡ、ＥＤＸ装置
、ＡＥＳ装置、ＴＥＭなどを利用し、ワイヤの研磨断面において芯材と被覆層との界面を
挟んでのライン分析を行うことにより、拡散領域の厚さ、組成などを知ることができる。
【００４６】
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　ボンディングワイヤのワイヤ軸に垂直方向の芯材断面を、以下「垂直断面」という。垂
直断面において結晶方位を測定することにより、ワイヤ長手方向の結晶方位の内、ワイヤ
長手方向に対して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方位比率を評価するこ
とができる。本発明において好ましくは、芯材の垂直断面において、ワイヤ長手方向の結
晶方位の内、ワイヤ長手方向に対して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方
位比率が３０％以上とする。芯材がこのような結晶組織を有していることにより、リーニ
ング不良を抑制することができると共に、ボールボンディング時に形成されるボール部が
軟質化し、ボールボンディングにおけるチップダメージが低減する。また、ワイヤが軟質
化するので、２ｎｄ接合性を改善することができる。リーニング不良を抑制する観点、チ
ップダメージを低減する観点、２ｎｄ接合性をより一層改善する観点から、上記結晶方位
＜１００＞の方位比率は、より好ましくは３５％以上、さらに好ましくは４０％以上、４
５％以上、５０％以上、又は５５％以上である。
【００４７】
　上記芯材の垂直断面で観察される結晶方位は、ＴＥＭ観察装置中に設置した微小領域Ｘ
線法あるいは後方散乱電子線回折法（ＥＢＳＤ、Electron　Backscattered　Diffraction
）等で測定できるものである。中でも、ＥＢＳＤ法は観察面の結晶方位を観察し、隣り合
う測定点間での結晶方位の角度差を図示できるという特徴を有し、ボンディングワイヤの
ような細線であっても、比較的簡便ながら精度良く結晶方位を観察できるのでより好まし
い。また、ワイヤ長手方向に対して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方位
比率は、微小領域Ｘ線法ではそれぞれの結晶方位のＸ線強度をもとに結晶方位の体積比率
として求めることができ、またＥＢＳＤ法では、前記で観察した結晶方位から直接算出可
能である。垂直断面の方位比率を算出するため、ボンディングワイヤの伸線方向と垂直な
方向においてボンディングワイヤの断面全域を観察した。結晶方位比率の算出方法につい
ては、結晶方位が測定できない部位、あるいは測定できても方位解析の信頼度が低い部位
等を除外して計算するために、測定領域内で、専用ソフトに設定された信頼度を基準に同
定できた結晶方位だけの面積を母集団とした。上記いずれか１つの方法で得られる厚さや
組成が本発明の範囲内であれば、本発明の作用効果が得られるものである。
【００４８】
　次に、本発明の半導体装置用ボンディングワイヤの製造方法について説明する。
【００４９】
　まず、Ｃｕ合金芯材の組成にあわせ、高純度のＣｕ（純度９９．９９％以上）と添加元
素原料を出発原料として秤量した後、これを高真空下もしくは窒素やＡｒ等の不活性雰囲
気下で加熱して溶解することで、所定の成分を含有し、残部がＣｕ及び不可避不純物であ
る直径約２～１０ｍｍのインゴットを得る。このインゴットを鍛造、圧延、伸線を行なっ
て被覆層を形成する直径約０．３～１．５ｍｍのワイヤを作製する。
【００５０】
　Ｃｕ合金芯材の表面にＰｄを主成分とする被覆層を形成する手法としては、電解めっき
、無電解めっき、蒸着法等が利用できるが、膜厚を安定的に制御できる電解めっきを利用
するのが工業的には最も好ましい。これらの手法でＣｕ合金芯材表面にＰｄを主成分とす
る被覆層を形成した後、前記被覆層の表面にＡｕとＰｄを含む表皮合金層を形成する。表
皮合金層を形成する方法はどのような方法でもよいが、前記被覆層を形成した後、更にそ
の表面に表皮層としてＡｕ膜を形成し、被着したＡｕをＡｕとＰｄを含む合金層にするた
め、Ａｕの表面までＰｄが到達するように熱処理によりＰｄを拡散させるとよい。その方
法としては一定の炉内温度で電気炉中、ワイヤを一定の速度の下で連続的に掃引すること
で合金化を促す方法が、確実に合金の組成と厚みを制御できるので好ましい。尚、前記被
覆層の表面にＡｕ膜を形成する手法としては、電解めっき、無電解めっき、蒸着法等が利
用できるが、上記の理由から電解めっきを利用するのが工業的には最も好ましい。Ｃｕ合
金芯材の表面に被覆層及び表皮合金層を被着する段階については、最終的なＣｕ合金芯材
の直径まで伸線した後に行うと最も好ましいが、Ｃｕ合金芯材の伸線途中段階で所定の線
径まで伸線した時点で被着し、そのあとに最終線径まで伸線することとしても良い。イン
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ゴットの段階で被着することとしても良い。
【００５１】
　表皮合金層の合金化のための加熱時は、原料の汚染を考慮して、炉内の雰囲気を窒素や
Ａｒ等の不活性雰囲気とし、更に、従来のボンディングワイヤの加熱法とは異なり、雰囲
気中に含有される酸素濃度を５０００ｐｐｍ以下とする。より好ましくは、不活性ガス中
に水素等の還元性ガスを少なくとも５００ｐｐｍ混入させると、ワイヤの原料の汚染を防
止する効果が更に高まるので良い。また、炉内の適切な温度やワイヤを掃引する速度は、
ワイヤの組成によっても異なるが、炉内温度をおおむね２１０℃～７００℃の範囲とし、
ワイヤを掃引する速度を例えば２０～４０ｍ／ｍｉｎ程度とすると安定した操業ができ、
安定した品質のボンディングワイヤが得られるので好ましい。表皮合金層の合金化のため
の加熱は、最終的な芯材の直径まで伸線した後に行うと、伸線後のワイヤの焼鈍を兼ねる
ことができるので好ましい。もちろん、表皮合金層の合金化のための加熱を、中間段階の
直径まで伸線したところで行うこととしても良い。以上のようにして加熱を行うことによ
り、Ｃｕ合金芯材のＣｕが被覆層や表皮合金層中を拡散し、表皮合金層の最表面にＣｕを
到達させることができる。加熱温度と時間を上記好適な範囲内で適切に選択することによ
り、ワイヤ最表面におけるＣｕ濃度を１～１０ａｔ％の範囲とすることができる。
【００５２】
　表皮合金層の厚みと、前記被覆層の厚みを個々に制御するには、単純な一度の熱処理よ
りも、Ｃｕ合金芯材の表面にＰｄを被覆した後に熱処理を実施し、更にＡｕを被着した後
に熱処理を実施することが有効である。その場合、それぞれの熱処理条件に対する炉内温
度、ワイヤの掃引速度は個々に設定できるという利点がある。
【００５３】
　表皮合金層、被覆層を形成した後の加工工程では、ロール圧延、スエージング、ダイス
伸線などを目的により選択、使い分ける。加工速度、圧下率またはダイス減面率などによ
り、加工組織、転位、結晶粒界の欠陥などを制御することは、表皮合金層、被覆層の構造
、密着性などにも影響を及ぼす。
【００５４】
　加工後の熱処理工程は、最終的なワイヤ直径で行うことが要求されるが、それだけでは
所望の合金層、被覆層の厚み、Ａｕの最大濃度、表面のＣｕ濃度を得ることは難しい。そ
の場合は、加工の途中で熱処理工程を２乃至３回実施することが有効である。
【００５５】
　特にＡｕとＰｄは融点も加工され易さ（強度）も違うため、加工度が低い段階で熱処理
を行って、ＡｕＰｄの合金層をワイヤ全周に渡って形成しておくことが重要である。また
表面にＣｕを濃化させるためには、単純に熱処理温度を上げるのではなく、不活性ガスで
充填される熱処理炉中の酸素濃度を、敢えて高めにしておくことが有効である。しかし酸
素濃度が高すぎるとＣｕ合金芯材中のＣｕの酸化が懸念されるため、酸素濃度は０．２％
～０．７％にすることが望ましく、それ以外の熱処理は酸素濃度をｐｐｍオーダーに下げ
ておくことが良い。
【００５６】
　所望する組成および膜厚の被覆層、表皮合金層、最表面へのＣｕ濃化部を形成するため
には、初期形成の膜厚、複数の熱処理条件などから、Ｆｉｃｋの法則など通常の相互拡散
の知識を利用して見積もることが有効である。さらに精度を上げるには、上記見積もりを
もとにワイヤを１回程度試作し、表面解析により実際の拡散現象を求めて熱処理装置など
の条件を調製することで、異なる膜厚、組成でも対応が容易となる。
【００５７】
　Ｃｕ合金芯材の垂直断面におけるワイヤ長手方向の結晶方位の内、ワイヤ長手方向に対
して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方位比率については、最終伸線の後
に行う熱処理の条件によって制御することができる。即ち、熱処理温度を比較的低い温度
、例えば３５０～５５０℃にすると加工歪を除去するための再結晶（１次再結晶）は起こ
るが、粗大な結晶粒の成長（２次再結晶）は少なく抑えられる。１次再結晶粒は＜１００
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＞結晶方位の割合が多いが２次再結晶粒は＜１００＞結晶方位の割合が少ない。これによ
り、Ｃｕ合金芯材の垂直断面における、ワイヤ長手方向の結晶方位の内、ワイヤ長手方向
に対して角度差が１５°以下である結晶方位＜１００＞の方位比率が３０％以上とするこ
とができる。
【実施例】
【００５８】
　ボンディングワイヤの原材料として、Ｃｕ合金芯材を製造するために純度が９９．９９
質量％以上のＣｕ、添加元素としてＰｄ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐ、Ｂ、Ｂｅ、Ｆｅ、Ｍｇ
、Ｔｉ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｓｉを用意し、被覆層形成用に純度が９９．９９質量％以上のＰｄ
を用意し、表皮合金層形成用に純度が９９．９９質量％以上のＡｕをそれぞれ用意した。
Ｃｕと添加元素原料を出発原料として秤量した後、これを高真空下で加熱して溶解するこ
とでＣｕ合金の直径１０ｍｍ程度のインゴットを得た。その後、該インゴットを鍛造、圧
延、伸線して直径５００μｍのＣｕ合金芯材を作製した。次にＣｕ合金芯材表面にＰｄ被
覆層を１～３μｍ厚、被覆層の表面にＡｕ表皮層を０．０５～０．２μｍ厚になるように
電解めっきで施した。Ｐｄ被覆層、ＡｕＰｄ表皮合金層の最終的な厚みを表１に記載した
。ここで、芯材と被覆層との境界はＰｄ濃度が５０ａｔ％の位置とし、被覆層と表皮合金
層との境界はＡｕ濃度が１０ａｔ％の位置とした。その後、伸線速度が１００～７００ｍ
／ｍｉｎ、ダイス減面率が８～３０％で連続伸線加工を行い表１に記載した最終線径とし
た。表皮合金層の厚み、Ａｕ最大濃度、表面Ｃｕ濃度、被覆層の厚みは、伸線加工の間に
熱処理を２回乃至３回実施することにより制御した。その時の条件は、ワイヤ直径が２０
０～２５０μｍにおいて温度５００～７００℃、速度１０～７０ｍ／ｍｉｎ、ワイヤ直径
が７０～１００μｍにおいて温度４５０～６５０℃、速度２０～９０ｍ／ｍｉｎ、最終線
径が細い場合には、更にワイヤ直径が４０～７０μｍにおいて温度３００～５００℃、速
度３０～１００ｍ／ｍｉｎであった。その後、最終線径で、表１の温度、速度３０～１２
０ｍ／ｍｉｎで熱処理を実施した。また、表面までＣｕを拡散させるために１回の熱処理
だけは、熱処理炉中の酸素濃度を０．２～０．７％と通常より高めに設定した。この熱処
理はできれば最後の方に行ったほうが良く、その理由はＣｕが表面に出てから伸線加工を
繰り返すとＣｕの酸化が起こり易くなるからである。それ以外の熱処理では、熱処理炉中
の酸素濃度を０．２％未満にすることで、表皮合金層の過剰な酸化を抑えつつ、安定した
厚さ、組成などを制御した。このようにして直径が１５～２５μｍのボンディングワイヤ
を得た。
【００５９】
　被覆層、表皮合金層の濃度分析、Ｃｕ合金芯材におけるＰｄ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｎｉの濃度
分析は、ボンディングワイヤの表面から深さ方向に向かってＡｒイオンでスパッタしなが
らＡＥＳ装置を用いて分析した。被覆層及び表皮合金層の厚みは、得られた深さ方向の濃
度プロファイル（深さの単位はＳｉＯ2換算）から求めた。元素分布の観察には、ＥＰＭ
Ａ、ＥＤＸ装置などによる分析も行った。Ｐｄの濃度が５０ａｔ％以上で、かつ、Ａｕの
濃度が１０ａｔ％未満であった領域を被覆層とし、被覆層の表面にあるＡｕ濃度が１０ａ
ｔ％以上の範囲であった領域を表皮合金層とした。被覆層及び表皮合金層の厚み及び組成
をそれぞれ表１に記載した。ボンディングワイヤ中のＰ、Ｂ、Ｂｅ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｔｉ、
Ｚｎ、Ａｇ、Ｓｉの濃度は、ＩＣＰ発光分光分析装置、ＩＣＰ質量分析装置等により測定
した。
【００６０】
　ボンディングワイヤの接続には、市販の自動ワイヤボンダーを使用した。ボンディング
の直前にアーク放電によりボンディングワイヤの先端にボール部を作製したが、その直径
はボンディングワイヤの直径の１．７倍となるように選択した。ボール部作製時の雰囲気
は窒素とした。
【００６１】
　ボンディングワイヤの接合の相手としては、Ｓｉチップ上に形成された厚さ１μｍのＡ
ｌ電極と、表面がＰｄめっきリードフレームのリードをそれぞれ用いた。作製したボール
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部を２６０℃に加熱した前記電極とボール接合した後、ボンディングワイヤの母線部を２
６０℃に加熱した前記リードと２ｎｄ接合し、再びボール部を作製することで、連続的に
ボンディングを繰り返した。ループ長は３ｍｍと５ｍｍの２種類とし、ループ高さは０．
３ｍｍと０．５ｍｍの２種類とした。
【００６２】
　ボンディングワイヤの２ｎｄ接合性については、マージン、ピーリング、強度、フィッ
シュテイル対称性について評価を行った。マージンについては、２ｎｄ接合時の荷重を２
０ｇｆから１０ｇｆ刻みで９０ｇｆまで、超音波を６０ｍＡから１０ｍＡ刻みで１２０ｍ
Ａまでの５６条件で連続ボンディング１００本を実施し、連続ボンディングできた条件を
カウントした。連続ボンディングができた条件が４０以上を◎、３０以上４０未満を○、
３０未満を×とした。ピーリングについては、２ｎｄ接合された状態のボンディングワイ
ヤの接合部を１００本観察し、接合部が剥がれているものをＮＧとカウントした。フィッ
シュテイル対称性については、２ｎｄ接合された状態のボンディングワイヤの接合部を１
００本観察し、その対称性を評価した。フィッシュテイル状圧着部の中央から左端までの
長さ、右端まで長さを計測し、その差が１０％以上のものをＮＧとカウントした。ピーリ
ングとフィッシュテイル対称性は、ＮＧが０個を◎、１～１０個を○、１１個以上を×と
した。強度については、２ｎｄ接合された状態のボンディングワイヤを２ｎｄ接合部直上
でつまみ、切断するまで上方に持ち上げ、その切断時に得られる破断荷重を読み取った。
強度は線径に左右されるため、強度／ワイヤ引張強度の比率を利用した。その比率が８５
％以上なら良好であるため◎、７０～８５％は問題ないと判断し○、５５～７０％は不具
合が発生する場合があると判断し△、５５％以下は不良と判断し×とし、表の「２ｎｄ接
合　強度」の欄に表記した。
【００６３】
　ボンディングワイヤの１ｓｔ接合性（ボールボンディング性）に関しては、ＨＡＳＴ試
験、ボール形状、ＦＡＢ形状、チップダメージについて評価を行った。ＨＡＳＴ試験にお
けるボールボンディング部の健全性を評価するため、ボンディングを行った半導体装置に
ついて、温度１３０℃、相対湿度８５％ＲＨ（Relative　Humidity）、５Ｖという高温高
湿炉中に放置し、４８時間おきに取り出して評価した。評価方法として、電気抵抗を測定
し、抵抗が上昇したものをＮＧとした。ＮＧとなるまでの時間が４８０時間以上を◎、３
８４時間以上４８０時間未満を○、３８４時間未満を×とした。
【００６４】
　ボール形状については、ボールボンディング部を光学顕微鏡で１００個観察し、真円に
近いものをＯＫ、花びら状になっているものをＮＧとし、その数をカウントした。ＦＡＢ
形状については、リードフレームにＦＡＢを１００本作製し、ＳＥＭで観察した。真球状
のものをＯＫ、偏芯、引け巣をＮＧとし、その数をカウントした。ボール形状とＦＡＢ形
状は、ＮＧが０個を◎、１～５個を○、６～１０個を△、１１個以上を×とした。◎と○
は合格であり、△は合格であるがやや品質不良である。
【００６５】
　チップダメージの評価では、ボール接合部２０個を断面研磨し、電極に亀裂が生じてい
れば不良と判断し、不良が４個以上の場合は×印で、３個以下の場合は△印で、１～２個
の場合は○、亀裂が観察されなければ良好として◎印とし、表２の「チップダメージ」欄
に表記した。○と◎は合格であり、△は合格であるがやや品質不良である。
【００６６】
　リーニング評価については、ループ長：３ｍｍと５ｍｍ、ループ高さ：０．３ｍｍと０
．５ｍｍのそれぞれについて、ボンディングをした後に各試料とも１００本のループを光
学顕微鏡で観察し、０～２本のループのみにリーニング不良が観察された場合は良好で◎
印で、３～４本のループのみにリーニング不良が観察された場合は実用上問題の無いレベ
ルで○印で、５～７本の場合は△印で、８本以上のループにリーニング不良が観察されれ
ば劣悪で×印で、「リーニング」欄に表記した。△、○、◎は合格である。
【００６７】
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　芯材の垂直断面で観察されるワイヤ長手方向に対して角度差が１５°以下である結晶方
位＜１００＞の方位比率は、ＥＢＳＤ法で観察面の結晶方位を観察した上で算出した。Ｅ
ＢＳＤ測定データの解析には専用ソフト（ＴＳＬ製　ＯＩＭ　ａｎａｌｙｓｉｓ等）を利
用した。算出にあたって、ボンディングワイヤの全域を選択し、各試料とも３視野ずつ観
察した。芯材の垂直断面におけるワイヤ長手方向に対して角度差が１５°以下である結晶
方位＜１００＞の方位比率を、表２の「垂直断面」の「結晶方位＜１００＞」の欄に記入
している。
【００６８】
　表１において、本発明範囲から外れる数値にアンダーラインを付している。
【００６９】
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【００７０】
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【表２】

【００７１】
　本発明例１～２５については、評価したすべての品質指標において合格レベルの品質実
績を実現することができた。
【００７２】
　比較例２６はワイヤ最表面のＣｕ濃度が下限未満であるため、２ｎｄ接合のピーリング
及びフィッシュテイル対称性が不良であり、被覆層の厚みが好ましい範囲の上限を超えて
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いるため、チップダメージとＦＡＢ形状については合格だがやや品質不良であった。比較
例２７はワイヤ最表面のＣｕ濃度が下限未満であるため、２ｎｄ接合のピーリング及びフ
ィッシュテイル対称性が不良であり、被覆層の厚みが好ましい範囲の下限未満であるため
、ＦＡＢ形状については合格だがやや品質不良であった。比較例２８は必須元素である添
加元素１の添加量が下限未満であるため、高湿加熱条件におけるボール接合性（ＨＡＳＴ
評価）が不良であり、さらに２ｎｄ接合のマージン及び強度が不良であり、被覆層の厚み
が好ましい範囲の下限未満であるため、ＦＡＢ形状は合格だがやや品質不良であった。比
較例２９はワイヤ最表面のＣｕ濃度が下限未満であるため、２ｎｄ接合のピーリング及び
フィッシュテイル対称性が不良であり、表皮合金層の厚さ及びＡｕの最大濃度が好ましい
範囲の上限を超えているため、ＦＡＢ形状は合格だがやや品質不良であった。
【００７３】
　比較例３０はワイヤ最表面におけるＣｕ濃度が本発明の上限を超えており、２ｎｄ接合
のマージン及び強度とＦＡＢ形状が不良であった。
【００７４】
　なお、比較例３０については、＜１００＞結晶方位が本発明の好適範囲から外れている
ため、リーニングが△の結果であり、合格の範囲ではあるがやや性能が低かった。
【００７５】
　高純度（４Ｎ以上）のＣｕ芯材を使用し、必須元素である添加元素１の添加量が下限未
満である比較例３１は、２ｎｄ接合のピーリング及びフィッシュテイル対称性が不良であ
った。
【手続補正書】
【提出日】平成27年11月19日(2015.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記芯材を構成する元素および前記表皮合金層を構成する元素が前記被覆層に拡散して
いることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体装置用ボンディングワイ
ヤ。
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